
資源物収集について（検討課題） 

 

１． 資源物の収集方法及び頻度 

＜現状＞ 

収集方式：ステーション方式（市内１４６カ所 約 15 か所／日）  

収集日時：月２回、午前７時から９時まで 

収集品目：空カン、空ビン、ペットボトル、その他プラスチック、その他不燃、有害ごみ 

事業者ヒアリング：頻度を増やす、戸別収集にするにしても、現有車両では足りないため、新たに発注 

する必要があるが、メーカーの都合で、納車に２年程度要する。 

               将来的には人口減少に伴い、収集量も減少するのではないか。 

 

２． これまでの経過 

・令和４年２月の「指定ごみ袋制度」開始に伴い分別の意識が高まり、その他プラ排出量が制度開

始前と比べ、６６ｔ（３６％）増加、ペットボトルも１４ｔ（１２％）増加。 

・資源物排出量増加に伴い、市民からも従来のステーション回収頻度では家に溜まってしまうため、

頻度を増やして欲しいとの声が寄せられた。 

    ・令和４年度第１３回審議会にて初めて、市民の声を検討課題として挙げ、どのような収集方法が考 

えられるのか、事務局で検討することとした。 

・令和５年度第１４回審議会にて、以下の収集方法について提示。それぞれのメリット、デメリットを検 

討し、費用面についても事業者からヒアリングすることとした。 

    

３．  事業者ヒアリング 

    ・戸別収集は回収する品目を限定すれば可能であるが、現在の収集品目をそれぞれ戸別収集するこ 

とは現実的ではなく、車両、人員の手配が困難。 

・回収頻度を増やすことについては、可能。その他プラスチックのみ毎週回収とし、他の品目も分けて 

２つのグループ（カン、ペット、その他不燃、その他プラ）、（ビン、有害、その他プラ）として隔週で回 

収すれば現在の住宅内のスペースでも分別ステーションは開設出来る。但し、車両の手配等で時間 

を要する。他市でも事例があるため、現実的な案。 

 

４．  収集方法について 

 （１）現状維持 

効果：コスト負担無しにリサイクル率が引き続き向上する期待がある 

          ステーション周辺の住民にこれ以上の負担がない 

     懸案：もやすごみと一緒に排出される可能性 

          市民の利便性は改善されない 

          民間回収など、ステーション排出以外の排出方法を促し、集中を避ける必要があるのではな 

いか 

（２）収集頻度を増やす（その他プラ以外は隔週方式） 

    １週目：カン、ペットボトル、その他不燃、その他プラ 

    ２週目：ビン、有害ごみ、その他プラ 

     効果：その他プラの収集頻度増により、利便性向上 

資料２ 



          １回当たりの排出量が減少するため、集積場のコンテナ数を増やさなくても対応可 

     懸案：収集コスト増、収集業者の対応能力（人員、車両） 

          毎週資源物の回収があるため、ステーション周辺住民の負担増（騒音、周辺美化）           

 （３）戸別収集 

     もやすごみと同様、自宅前（ステーション）に排出 

効果：市民の利便性向上（高齢者のごみ出し支援にも繋がる） 

          自宅前に出すので、排出者の特定が容易であり、正しい分別が期待できる。 

     懸案：収集コスト増、収集業者の体制確保（人員、車両） 

          資源ごみのどこまで対応するのか（その他プラのみ？） 

          別途、資源ごみ袋が必要について検討 

          自宅前での排出方法の徹底ができるか（複数種類の資源物を分けて出すことが現実的か） 

 （4）店頭回収 

     小売業者の店頭回収の促進 

（回収店舗のＰＲ、事業者の回収品目増加、排出しやすい仕組み作り（インセンティブ付与）） 

効果：市民の利便性向上（月 2 回の資源物収集以外の機会の提供） 

     懸案：店頭回収の場所が限定される（市内で対応出来る大型店舗が少ない） 

          資源物を回収する仕組みがない事業者への取組支援（回収業者のマッチング） 

 

５．  製品プラ（新プラ法）の収集との兼ね合い 

    乙訓環境衛生組合の処理施設が施設老朽化に伴い、順次更新していく計画です。この施設整備に

係る費用については、国の循環型社会形成推進交付金を活用して進めていきます。 

     この交付金の交付要件にプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化が含まれているこ

とから、循環型社会形成推進地域計画期間の翌年度である令和１３年度までにプラスチック使用製

品廃棄物の分別収集及び再商品化を実施する必要があります（乙訓２市１町）。 

    その他プラの回収と共に、製品プラの回収も令和１３年度までに収集する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考】 

＜ 資源物回収協力店＞ 

 

 
 

               
プラスチック資源循環戦略（国の中間目標）  

リデュース等 ○ ２０３０年までにワンウェイプラスチックを累積２５％排出抑制 

リユース・リサイクル ○ ２０２５年までにリユース可能なデザインに 

○ ２０３０年までに容器包装の６割をリユース・リサイクル 

○ ２０３５年までに使用済みプラスチックを１００％リユース・リサイクル等により有 

効活用 

再生利用 

バイオマスプラスチック 

○ ２０３０年までに再生利用を倍増 

○ ２０３０年までにバイオマスプラスチックを約２００万トン導入 

～出典：環境省～ 


